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～
「
交
通
安
全
を
考
え
る
つ
ど
い
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
～

2020.11
第48号

10
月
14
日(

水)

，
『
２
０
２
０
（
令
和
２
）
年
度
交
通
安
全

を
考
え
る
つ
ど
い
』
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
つ
ど
い
は
，

毎
年
，
広
島
県
交
通
安
全
母
の
会
に
よ
り
企
画
さ
れ
，
県
内
を

巡
回
し
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

「
広
島
県
交
通
安
全
母
の
会
」
は
『
交
通
安
全
は
家
庭
か

ら
』
を
合
言
葉
に
，
長
年
に
わ
た
り
交
通
安
全
教
育
の
推
進
に

努
め
て
い
る
団
体
で
す
。

今
年
は
，
安
芸
太
田
町
の
戸
河
内
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
を
会

場
に
，
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
を
十
分
に
行
い
な

が
ら
，
参
加
者
数
も
例
年
よ
り
少
な
い
約
60
名
に
抑
え
て
の
実

施
と
な
り
ま
し
た
。

ま
ず
，
山
県
警
察
署
地
域
交
通
課
，
小
瀧
光
司
課
長
に
「
交

まずは危険な道路上・車内・車の周囲に留まらず後続車に合図の上，速やかに自車後方のガー
ドレールの外側などの安全な場所へ避難！！ 自身の安全確保後に１１０番通報！ 発炎筒・
停止表示器材の設置は，出来る範囲で！

○ 高速道路で事故・故障が起きたら ！！

○高速道路上で「人」がはねられる
事故が発生しています。
・車外へ避難中または待機中
・路肩で修理中・タイヤチェーン脱着中
・通報中
・事故当事者で話し合い中

２０２０年
広島県交通安全
年間スローガン

「あおるより

ゆずるあなたが

かっこいい」

○通報手段はこの３つ

・１１０番

・非常電話

・道路緊急ダイヤル（♯９９１０）

○後続車の運転者が気付いているとはかぎりません。
・ハザードランプ点灯
・発炎筒を着火
・停止表示器材設置

○車のまわりに立たない。車内に残らない。
・車内は安全地帯ではありません。後続車に追突
され，命を落とした事故が発生しています。

☆覚えてください４つのポイント！

通
事
故
発
生
状
況
等
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
講
演
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の

中
で
，
早
く
日
が
暮
れ
る
今
の
時
期
，
明
る
い
色
の
服
を
着
用
す
る
こ
と
の
重
要

性
を
，
手
作
り
の
パ
ネ
ル
に
よ
り
説
明
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

次
に
，
県
立
広
島
大
学
理
学
療
法
学
科
，
高
宮
尚
美
助
教
に
「
脳
の
加
齢
と
若
返
り
」
と
題
し
て
講
演
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
高
齢
者
が
健
康
で
安
全
運
転
を
す
る
た
め
，
加
齢
が
も
た
ら
す
脳
の
変
化
や
認
知
症

に
つ
い
て
正
し
く
理
解
し
て
も
ら
う
と
と
も
に
，
認
知
症
予
防
の
取
組
を
実
技
を
交
え
て
学
ん
で
い
た
だ
き

ま
し
た
。

続
い
て
，
交
通
安
全
体
験
車
「
セ
ー
フ
テ
ィ
プ
ラ
ザ
ヒ
コ
ア
号
」
や
ク
イ
ッ
ク
ア
ー
ム
・
ク
イ
ッ
ク
キ
ャ

ッ
チ
・
タ
ッ
チ
エ
ム
，
わ

た
り
ジ
ョ
ー
ズ
君
と
い
っ

た
交
通
安
全
教
育
機
器
を

使
っ
て
の
実
技
体
験
が
行

わ
れ
，
身
体
機
能
の
変
化

が
及
ぼ
す
運
転
の
影
響
に

つ
い
て
学
ん
で
い
た
だ
き

ま
し
た
。



■
運
動
の
重
点

子
供
と
高
齢
者
の
安
全
な
通
行
の
確
保

・
夕
暮
れ
時
や
夜
間
外
出
す
る
際
は
、
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト
等
を
携
行
し
た
り
、

反
射
材
用
品
を
着
用
し
ま
し
ょ
う
。

・
夕
暮
れ
時
に
車
を
運
転
す
る
際
は
、
早
め
に
ラ
イ
ト
を
点
灯
し
ま
し
ょ
う
。

高
齢
運
転
者
の
交
通
事
故
防
止

・
通
り
慣
れ
た
道
路
で
も
油
断
せ
ず
、
し
っ
か
り
安
全
確
認
を

し
ま
し
ょ
う
。

・
安
全
運
転
サ
ポ
ー
ト
車
（
サ
ポ
カ
ー
）
を
検
討
し
ま
し
ょ
う
。

飲
酒
運
転
の
根
絶

・
お
酒
を
飲
ん
だ
ら
、
絶
対
に
車
を
運
転
し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

・
車
を
運
転
す
る
人
に
は
お
酒
を
勧
め
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

自
転
車
の
安
全
利
用
の
推
進

・
自
転
車
安
全
利
用
５
則
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

・
自
転
車
は
「
車
両
」
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
持
ち
、

交
通
ル
ー
ル
と
交
通
マ
ナ
ー
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

■
実
施
期
間

12
月
1
日
（
火
）
～
10
日
（
木
）

●運転者の遵守事項（傘差し運転等の禁止）

「交通の頻繁な道路において、傘を差す、物を持つなど

安定を失うおそれのある方法で自転車を運転しないこ

と。」

広島県道路交通法施行細則第10条第４号

罰則：５万円以下の罰金

●安全運転義務違反

「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキ

その他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当

該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような

速度と方法で運転しなければならない。」

道路交通法第70条

罰則：３月以下の懲役又は５万円以下の罰金

自転車の場合
●運転者の遵守事項（運転中の携帯電話使用等の禁止）

「自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、（略）画像表示

用装置に表示された画像を注視しないこと。」

道路交通法第71条第５号の５

・携帯電話使用等（保持）～画像注視する行為

罰則：６月以下の懲役又は10万円以下の罰金

違反点 ３点、反則金 普通車１万８千円

・携帯電話使用等（交通の危険）

～画像注視することによって交通の危険を生じさせる行為

罰則：１年以下の懲役又は30万円以下の罰金

違反点 ６点、反則金制度の対象外となり罰則の対象

●過失運転致死傷（人身交通事故を起こした場合）

「自動車の運転上必要な注意を怠り，よって人を死傷させた者は、７年以下

の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金に処する。」

自動車運転死傷行為処罰法第５条

自動車・原付の場合

・ 「歩きスマホ」は危険です！ ・ 周囲への注意と気配りをしましょう！

・ 個人情報やプライバシーの保護にも十分注意をしましょう！

・ 自転車や車を運転をしながらの操作は法令違反です！

スマホは安全に利用しましょう！


